
Puente（プエンテ）とは

スペイン語で「かけ橋」

という意味です。

みなさんと行政書士との

かけ橋となれるよう思い

を込めて。
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P�～�

適切な後継者がいな

いけどどうしたらいい

の？？事業承継に必

要な資金は？？等々

…事業承継にまつわる

疑問にお答えします。

事業承継Ｑ＆Ａ

P8

行政書士にいつでも

無 料 で 相 談 す る こ と

ができます。

市民相談センターの

ご案内です。

市民相談センター

P�～�

平成２０年１０月１日か

ら中小企業の事業承継

を支援する新しい法律

がスタートしました。

この法律で中小企業の

事業承継はどのように

変わるのか？？わかり

やすく解説します！

事業承継とは？

P5

いざというときに慌て

な い た め に も 、 事 業

承継の流れをしっか

り確認しておきましょ

う！

事業承継のステップ
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事業承継には二つの観点があり、一つは経営（経

営ノウハウ・経営理念等）の承継、もう一つは事業

用資産（自社株式・事業用の不動産等）の承継です。

日本の多くの中小企業は、経営者の個人資産の大

半（自社株を含め約７０％）を自社株式などの事業

用資産として投入しているため、経営に関する事と

資産に関する事が互いに関連して、影響を及ぼし

あってしまうのです。

従来は経営者の子が事業を承継するパターンが多

かったのですが、現在ではその割合は２０年前の約

半分にまで減少し、廃業を選択せざるを得ない深刻

な「後継者不在」の事態を招いています。また、親

族内に後継者がいる場合では、承継後の安定した

経営のための経営権集中の観点から、自社株式や事

業用資産を後継者に集中して承継させるのが良いの

ですが、「遺留分」の制約によりそれも困難でした。

その対策として、後継者以外の株主から自社株式を買

い取って、後継者の持ち株比率をアップしようとした

場合には、多額の買取資金が必要となりますし、自

社株式等を生前贈与や遺言によって承継させようと

すると、業績が好調な会社ほど贈与税や相続税が高く

なり、事業承継に関係して発生する税金の、納税資金

の確保も大変な課題となってしまいます。

以上のような状況から、中小企業の円滑な事業承

継を妨げる問題は、以下の三つと考えられます。

①自社株式等の集中的承継をさせたい時の遺留分

の制約

②事業承継の際の資金調達の困難性

③相続税の納税資金の確保の困難性

１．中小企業がかかえる事業承継問題とは・・・

この法律では、事業承継における上記の三大問題への対策として次の①、②、③の支援措置を定めています。

２．経営承継円滑化法（略称）で中小企業の事業承継はどう変わるのか・・・

平成２０年１０月１日からスタートした中小企業の事業承継対策を応援する新しい法律で、今ま

で承継の際に起こった、経営者と後継者の“困った！”に対応する心強い支援策が盛り込まれてい

ます。

～中小企業の事業承継を支援する新しい法律がスタートしました～

「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」とは・・・

① 遺留分に関する民法の特例（平成２１年３月１日施行 )　
～ 一定の手続きを経て２つの民法上の特例が適用される ～

ⅰ．贈与株式等を遺留分算定基礎財産から除外できる（除外特例）
ⅱ．贈与株式等の評価額をあらかじめ固定できる（固定特例）

経営者の個人資産の大半が事業用となってい

る中小企業の現状では、この状態で事業用資産

（自社株）を親族内後継者へ集中すると、遺留分

の侵害が起こり相続紛争の原因となり、遺留分

減殺請求による事業用資産の分散を招くことに

なります。

このような自社株式等の承継に対する遺留分

侵害の問題については、ⅰ．の特例を設け、後

継者を含む遺留分権利者全員の合意により、先

代の経営者から後継者に贈与された自社株式等

の事業用資産について、遺留分減殺の対象から

除外するなど、経営権の基盤となる自社株式の

分散の防止等が実現しやすくなりました。

また、後継者の努力で自社株価値が上昇した

にもかかわらず、相続財産全体の評価額が増え、

後継者以外の相続人の遺留分が増えてしまう問

題について、後継者の経営に対する貢献の正当

な評価が得られるよう、ⅱ．の特例を設け、遺

事業承継とは？？
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行政書士は、中小企業の事業承継に関して、さまざまなサポートをいたします。

…手続き・サポートの例としては、以下のようなものがあります…

●許認可事業の事業承継実施計画書の作成

●事業承継にともなう許認可・届出手続

〔建設業の存続・消滅会社届出（知事）、運送業の認可、車両の名義変更、産業廃棄物処理業の相続届出書、

産業廃棄物処理施設譲受け借受け許可申請、風俗営業の相続承認申請、合併承認申請等〕

●知的資産経営の導入支援

●知的資産経営報告書の作成支援

●事業承継後に備えた定款の作成

●経営承継円滑化法の適用支援、認定申請の作成

留分算定の基礎財産に算入する自社株の価額を

合意時に固定することで、後継者の経営努力で

自社株価値が上昇した場合の後継者の貢献分を

確保することが可能となりました。ただし、自

社株価値が下落した場合のリスク（非後継者の

遺留分が増大）もあるので注意が必要です。

② 金融支援措置　　～経営の円滑な承継のための資金融資制度～
ⅰ．中小企業信用保険法の特例　　　　ⅱ．日本政策金融公庫法の特例

資金調達の困難性の問題については、この法

律に支援措置として、ⅰ．ⅱ．の特例を定め、

事業承継の際に受けられる融資の枠を拡大し、

また、融資の対象を事業者だけでなく、中小企

業の経営者個人にまで広げることにより、事業

承継の際の資金調達がしやすくなるようにしま

した。

しかし、実際の融資の実行に関しては各金融

機関の独自の扱いがあり、金融機関によって対

応がまちまちの状態が現状といえます。

③ 相続税の課税についての特例措置　　～租税特別措置法～
ⅰ．取引相場のない株式等の納税猶予制度

相続税の負担に関する問題については、この

法律に「相続税の課税についての措置」を定め、

平成２０年度中に、相続税の課税について必要

な措置を講ずるとしております。具体的なあら

ましは、平成２１年度税制改正で、「取引相場の

ない株式等に係る相続税の納税猶予制度」（この

法律に基づき経済産業大臣の認定を受けた非上

場中小企業の株式等を、相続又は遺贈により取

得した後継者について、当該株式等の課税価格

の８０％に対応する相続税の納税を猶予すると

いう制度等）を設け、この法律の施行日（平成

２０年１０月１日）以後の相続に遡って適用さ

れるとしております。

許認可事業を経営している場合には特に注意が必要です。
法人事業の中でも許認可が必要な業種がたくさんあります。そのような業種を営んでいる場合は、

特に気を付けなければならないことがあります。関連する手続きの順番を間違えると、許認可が承
継されない場合があります。また、中には、手続き期間が短い許認可もありますので、注意が必要
です。

事業承継とは？？
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Step １
事業承継実施計画の立案
①事業承継の重要性と計画的取組みの必要性

の理解

②現状の把握（会社の現状、経営者の状況、

後継者候補の状況、相続時に予想される問

題点の整理）

③会社と経営者の状況に合った後継者（承継

方法）の決定

④事業承継実施計画の作成

★ Caution
経営理念やノウハウの承継も大事、事業用資産の承継も大事、定款の整備も大事。
でも、忘れていませんか？　事業に必要な許認可のこと。
許認可業種の場合、Step ４までの間に、必要な手続きを済ませなければなりません。しかし、

そのタイミングは各許認可業種により異なりますので、専門家である行政書士への事前の相談をお
すすめします。

後で気付き、事業の要の許認可が承継できない事態となれば、会社の経営を続けることは出来ま
せん。登記が済んでから、シマッタ！！ということが、絶対に無いように気をつけてください。

Step ２
具体的対策の実行（その１）
経営の承継

――親族内承継・企業内承継

【環境整備】

①事業承継計画の公表と関係者の理解を得る

②幹部候補の育成など経営体制の整備を図る

【後継者教育】

①社内での教育

②社外における教育（セミナーの参加など）

（後継者がいない場合の）

経営の承継――Ｍ＆Ａ

①Ｍ＆Ａに対する理解

②仲介機関への相談

③売却価格の算定

Step ３
具体的対策の実行（その２）
親族内承継の経営権・資産の承継

―――自社株、事業用資産の承継

①売買、贈与、遺言

②円滑化法（民法の特例）

③会社法による種類株式の活用による定款の

見直し

企業内承継の経営権・資産の承継

―――自社株、事業用資産の承継

①ＭＢＯ・ＥＢＯ

②円滑化法（金融支援）

③会社法による機関設計と種類株式の活用

④個人保証・担保の処理

Step ４
税務処理
親族内承継――――――

①相続時精算課税と暦年課税

②事業承継税制による納税猶予

企業内承継・Ｍ＆Ａ

―――税務処理

企業内承継・Ｍ＆Ａ企業内承継・Ｍ＆Ａ

事業承継のステップ
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Ｑ１．適切な後継者がいない場合、どうしたらよい
でしょうか？

　Ａ．親族や企業内に後継者となる候補が見当た

らない場合、外部から探す方法もあります。

「事業承継支援センター」という機関が全国

に１０２ヶ所設置されており、コーディネー

ターが要望を考慮しながら、後継者不在の企

業と開業希望者のマッチングを通じ、中小企

業の事業承継を支援しています。

Ｑ２．自社株式や事業用資産を後継者に集中させる
にはどのような方法がありますか？

　Ａ．①生前贈与・遺言　②会社や後継者による買

取り　③会社法の活用などがあります。後継

者に自社株式を集中し、議決権を確保してお

かないと、経営が揺らぐことになりかねませ

んから、後継者にはいずれかの方法で自社株

式を集中させておくことが必要です。①の生

前贈与・遺言は、経営承継円滑化法を考慮し

て、早めに計画的に始めることをおすすめし

ます。

②の会社や後継者による買取りは、生前に

何も対策を講じないまま経営者が死亡し、相

続人間に自社株式や事業用資産が分散してし

まった場合の事後的な対策です。

分散してしまった事業用資産を後継者や会

社がのちに相続人などから買取る方法より

も、出来れば事前に対策をしておく方が望ま

しいといえます。

③の会社法の活用は、会社の定款に株式の

譲渡制限や相続人に対する売渡請求の規定、

また議決権制限株式などの種類株式を定める

ことによって、自社株式の分散を防ぎ、後継

者に議決権を集中させる方法です。

※生前贈与・遺言、会社法の各種制度を活用するに

は、法律や税務の高度な専門知識が必要になるの

で、専門家を交えた事前の十分な検討が必要です。

登記は司法書士、税務は税理士の担当ですが、許

認可手続きも含め、事業承継の全体像を見渡せる

行政書士は、心強い事業承継のコーディネーター

です。

Ｑ３．経営承継円滑化法の民法特例を利用するため
には、その合意について書面を作成しなけれ
ばならないと聞きましたが、何を記載すれば
よいのでしょうか？

　Ａ．相続人の間で合意した事項を作成する書面を

合意書といいます。合意書には、必ず記載が

必要な絶対的記載事項と必要により記載する

任意的記載事項があります。

必ず記載しなければならない事項は、

①合意が会社の経営の承継の円滑化を図る

ことを目的とすること。

②後継者が経営者からの贈与等により取得

した自社株式について、遺留分算定の基礎財

産から除外する旨、遺留分算定の基礎財産に

算入すべき額を固定する旨。

③後継者が②の合意の対象とした自社株式

を処分した場合と後継者が経営者の生存中に

代表者を退任した場合に非後継者がとり得る

措置。

［例：＊非後継者は、合意を解除すること

ができる。＊非後継者は、後継者に対し、対

象株式を他に処分して得た金銭の一定割合に

相当する額を支払うよう請求することができ

る。＊非後継者は、後継者に対し、一定の違

約金、制裁金を請求することができるなど］

必要により記載する事項は、

①後継者が経営者からの贈与等により取得

した自社株式以外の財産（事業用資産など）

を遺留分算定の基礎財産から除外する旨。

②推定相続人間の公平を図るための措置。

［例：＊後継者は、非後継者に対し、一定額

の金銭を支払う。＊後継者は、先代経営者に

疾病が生じたときに医療費を支払う。など］

③非後継者が経営者からの贈与等により取

得した財産を遺留分算定の基礎財産から除外

する旨。［例：＊非後継者が経営者からの贈

与により取得した現金・預貯金や自宅不動産

について遺留分算定の基礎財産から除外す

る。］

事業承継Ｑ＆Ａ
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※経営者から後継者に生前贈与がされた時期には制限

はありませんが、これらの合意は、平成２１年３

月１日（民法特例の施行日）以降になされたもの

でないといけません。

Ｑ４．合意書の手続きについて教えてください。

　Ａ．経営承継円滑化法の民法特例を利用するため

には、合意書を作成するだけでなく、適用を

受けるための「経済産業大臣の確認」、「家庭

裁判所の許可」を受ける必要があります。

合意をしてから１ヶ月以内に、経済産業大

臣の確認申請をしないと、合意書の効力は発

生しません。また、経済産業大臣の確認を受

けてから１ヶ月以内に、家庭裁判所の許可の

申立てをする必要があります。

※合意書の作成やその後の手続きについても、法律的

な高度な専門知識が必要となりますので、行政書

士をはじめとする専門家と事前に十分に相談をす

ることをおすすめいたします。

Ｑ５．事業承継に際して、必要となる資金について
教えてください。

　Ａ．事業承継においては、後継者が経営権を確保

するため、会社や後継者本人が、自社株式や

会社の事業用の土地などの事業用資産を取得

する必要があります。

親族内の事業承継の場合、会社や後継者は、

次のような資金を確保する必要があります。

①後継者が、相続等で分散した自社株式や事

業用資産を買い取るための資金　②後継者

が、相続や贈与によって自社株式や事業用資

産を取得した場合に必要な、相続税や贈与税

の納税資金　③会社が、後継者や他の相続人

等から自社株式や事業用資産を買い取るため

の資金。

親族外の事業承継の場合、承継する個人や

会社は、株式や事業の買取資金が必要となり

ます。

ＭＢＯ・ＥＢＯは、会社や個人事業のオー

ナー以外の経営陣や従業員が、株式や事業の

一部又は全部を買い取って承継を行うもので

す。買い取り方法としては、経営陣等が直接

買い取る方法と、経営陣等が設立した会社

が買い取る方法がありますが、いずれもまと

まった資金が必要になります。

また、Ｍ＆Ａも会社や社外の個人が株式や

事業の一部又は全部を買い取って承継を行う

ものですので、同じくまとまった資金が必要

となります。

参考になるホームページ

◎日本商工会議所

http://www.jcci.or.jp
◎全国商工会連合会

http://www.shokokai.or.jp
◎全国中小企業団体中央会

http://www.chuokai.or.jp
◎独立行政法人　中小企業基盤整備機構事業

　承継知的資産経営支援室

http://www.smrj.go.jp
◎中小企業庁

http://www.chusho.meti.go.jp/
◎株式会社日本政策金融公庫

http://www.jfc.go.jp/

◎株式会社商工組合中央金庫

http://www.shokochukin.go.jp/
◎全国信用保証協会連合会

http://www.zenshinhoren.or.jp/

参考になる冊子

◎中小企業　事業承継ハンドブック

（中小企業庁発行）

（文責：行政書士　時田　薫）

事業承継Ｑ＆Ａ
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